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１ 住居
じゅうきょ

確保
か く ほ

給付
きゅうふ

金
きん

（家賃
や ち ん

補助
ほ じ ょ

）とは 

離職・廃業・やむを得ない休業などにより経済的に困窮し、住居を失うおそれのある

方に、家賃相当額を支給するとともに、再就職に向けた支援を行い、住居および就労機

会の確保に向けた支援を行う制度です。 

① 支給額 ：下記を上限として、家賃の実費分（管理費・共益費等を除く）。 

収入の状況に応じ、調整される場合があります。 

         （月額）    単身 世帯 37,000 円 ２人世帯 44,000 円 

                 ３～５人世帯 48,000 円 ６人世帯 52,000 円 

                ７人以上世帯 58,000 円 

           世帯の収入額が基準額（下記(1)の④の別表１）を超える場合は 

           支給額＝家賃額（実額）＋基準額－世帯の収入額 

② 支給期間：原則３か月間（一定の条件により延長可能。最長９か月） 

③ 支給方法：不動産会社・大家などの口座へ振り込みます。 

ただし、家賃の支払いが、クレジットカードを使用する方法に 

限定している場合は、直接給付にすることもできます。 

⑴ 受給
じゅきゅう

要件
ようけん

 

次の①～⑧の全てに該当する方が対象となります。 

① 離職などにより経済的に困窮し、住居を失うおそれがある。 

② イ）申請日において、離職・廃業の日から２年以内である。 

ロ）やむを得ない休業（本人の希望によらない会社都合の休業・シフトの減少・請負

契約の解除など）により収入が減少し、離職・廃業の場合と同等程度の状況にある。 

③ 離職などの日において、世帯の生計維持者であった。 

④ 申請日の属する月における申請者および同一世帯に属する者の収入の合計額が、 

別表 1 の「基準額」に「家賃基準額（※）」を合算した「収入基準額」以下である。 

別表１  収入基準額 

世帯人数 基準額 家賃基準額（※） 収入基準額 

１人  86,000 円 37,000 円 123,000 円 

２人 124,000 円 44,000 円 168,000 円 

３人 147,000 円 48,000 円 195,000 円 

４人 175,000 円 48,000 円 223,000 円 

５人 209,000 円 48,000 円 257,000 円 

６人 242,000 円 52,000 円 294,000 円 

７人 275,000 円 58,000 円 333,000 円 

（※）家賃基準額＜実額⇒家賃基準額で計算 

実額＜家賃基準額⇒実額で計算 

⑤申請日において世帯の預貯金の合計額が、別表２の「金融資産額」以下である。 

別表２  資産要件 

世帯人数 金融資産額 

１人 516,000 円 

２人 744,000 円 

３人 882,000 円 

４人以上 1,000,000 円 
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⑥（離職）ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した 

求職活動を行うこと。 

（自営業）経営相談の申し込みを行い、自立に向けた活動を行うこと。 

⑦類似の給付などを、申請者および同一世帯に属する者が受けていないこと（生活保護の

家賃扶助など）。 

⑧申請者および同一世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止などに

関する法律（平成３年法律第 77 条）第 2 条第 6 号に規定する暴力団員でないこと。 

⑵ 申請
しんせい

書類
しょるい

 

□① 住居
じゅうきょ

確保
か く ほ

給付
きゅうふ

金
きん

支給
しきゅう

申請書
しんせいしょ

   【社会福祉課で配付します】 

□② 住居
じゅうきょ

確保
か く ほ

給付
きゅうふ

金
きん

申請
しんせい

時
じ

確認書
かくにんしょ

  【社会福祉課で配付します】 

 裏面にハローワークの求職番号を記入したもの。 

※必要に応じ、「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」を提出していただきます。 

□③ 本人
ほんにん

確認
かくにん

書類
しょるい

 （次のいずれか１つお持ちください） 

・運転免許証 ・パスポート ・各種福祉手帳 ・健康保険証  

・マイナンバーカード 

□④ 離職
りしょく

関係
かんけい

書類
しょるい

  

 ・2 年以内（就労できない事情がある場合には最長４年以内）に離職または廃業した

ことが確認できる書類の写し（離職票・雇用保険受給資格者証・退職証明書など） 

・やむを得ない休業などにより、収入を得る機会が減少していることが確認できる書

類の写し（雇用主からの休業を命じる文書、アルバイトのシフトが減少したことがわ

かる文書、請負契約などがキャンセルになったことがわかる文書など） 

  ※書類の写しが提出できない場合には、申立書を提出いただきます。申立書は社会

福祉課で配付します。 

□⑤ 収 入
しゅうにゅう

関係
かんけい

書類
しょるい

  

 申請者および同一世帯に属する者の、申請日の属する月の収入が確認できる書類 

・給与明細書（直近 3 か月分）・雇用保険受給資格証 ・年金、手当などの振込通知 

※自営業の方は収支状況のわかるものをご提出ください。（帳簿など） 

□⑥ 預貯金
よちょきん

関係
かんけい

書類
しょるい

  

 申請者および同一世帯に属する者の金融機関の通帳など（直近３か月分）※申請日に

記帳したもの 

 通帳がない場合、入出金照会画面をスマートフォン等に表示してお見せください。 

 □⑦ 入居
にゅうきょ

住宅
じゅうたく

関係
かんけい

書類
しょるい

  【社会福祉課で配付します】 

 ・賃貸借契約書の写し 

・入居住宅に関する状況通知書 ※不動産業者、大家などに記入してもらってください。 
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□⑧ クレジットカードを使用する方法により賃料を払っている場合に必要な資料  

   ・クレジットカードで支払っていることが確認できるもの（利用明細の写しなど） 

  ・本人口座の分かるもの（金融機関の通帳など） 

 ⑶ 家賃
や ち ん

補助
ほ じ ょ

支給
しきゅう

決定後
け っ て い ご

の報告
ほうこく

について 

   〇月１回以上、社会福祉課の就労支援員などによる面接などの支援を受ける必要があ

ります。その月の収支を確認する必要があるため、収支が確定した月末に報告して

ください。 

下記書類をお持ちください。様式については社会福祉課でお渡しします。 

   （求職中の方） 

   ◇求職活動報告書【様式あり】 

   ◇職業相談確認書【様式あり】 

（月２回以上、ハローワークへ行き職業相談を受ける必要があります。「職業相談

確認票」にハローワーク担当者から記入と確認印を受けてください） 

   ◇常用就職活動報告書【様式あり】 

（週１回以上、求人先へ応募、または求人先の面接を受け、その求職活動の状況を

「常用就職活動状況報告書」に記入してください） 

   ◇通帳（報告当日に記帳してきてください） 

   ◇給与明細 

 

   （自営業の方） 

   ◇自立に向けた活動状況報告書【様式あり】 

   ◇自立に向けた活動計画【様式あり】 

   ◇通帳（報告当日に記帳してきてください） 

   ◇収支報告書（様式は問わない）様式がない場合には社会福祉課で配付します。 

 

  ※経営相談の申し込みにおいて、経営相談先から公共職業安定所などでの求職活動な

どを行うことが適当との助言を受けた場合、申請者は当該助言を自立支援機関へ報告

し、求職活動を行ってください。 

⑷ 受 給 中
じゅきゅうちゅう

の留意
りゅうい

事項
じ こ う

 

 【常用
じょうよう

就 職
しゅうしょく

した場合
ば あ い

は届出
とどけで

が必要
ひつよう

です】 

〇支給決定後、常用就職した場合には「常用就職届」を社会福祉課に提出してくださ

い。  

〇上記の報告を行った月以降、収入額を確認することができる書類を、毎月社会福祉

課に提出してください。 

〇常用就職し、就労に伴い得られた収入が収入基準額を超えた場合、収入基準額を超

える収入が得られた月の家賃から給付金の支給が中止されます。 

※常用就職とは雇用期間の定めがない、または６か月以上の雇用が見込まれるもの。 
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【支給
しきゅう

額
がく

を変更
へんこう

できる場合
ば あ い

があります】 

次①～③の場合に限り、支給額の変更が可能となり、手続きには「住居確保給付金

変更支給申請書」を提出する必要があります。 

① 住居確保給付金の支給対象賃貸住宅の家賃額が変更された場合 

 ② 家賃の一部支給による支給の場合において、受給期間中に収入が減少した結果、

基準額を下回った場合 

④  貸主の責によらず転居せざるを得ない場合、または自立支援相談員などの指導に

より同一の市内での転居が適当である場合 

家賃額が変わったり、収入が下がったりしたことが証明できる書類をお持ちの上、

社会福祉課にお越しください。 

 

【一定
いってい

の要件
ようけん

を満
み

たせば延長
えんちょう

・再延長
さいえんちょう

が可能
か の う

です】 

〇住居確保給付金の支給期間が終了する際に、次の要件を満たしていれば、３か月間

を限度に、２回まで延長することが可能です。 

≪要件≫ ・受給中に誠実かつ熱心に求職活動などを行っていたこと 

・世帯の収入と預貯金が一定額以下であること 

 

【住居
じゅうきょ

確保
か く ほ

給付
きゅうふ

金
きん

を中止
ちゅうし

する場合
ば あ い

があります】 

下記のいずれかに該当した場合、住居確保給付金の支給を中止します。 

①  受給者が、誠実かつ熱心に求職活動などを行わない場合、または就労支援に関

する社会福祉課の指示に従わない場合、当該事実を確認した日の属する月の支

給から中止します。 

②  受給者が常用就職、または受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が増

加し、かつ就労により得られた収入が収入基準額を超えた場合は、その収入が

得られた月の支給から中止します。また、受給者が常用就職などをしたことお

よび就労に伴い得られた収入の報告を怠った場合も支給を中止します。 

③  受給者が住宅から退去した場合（借主の責によらず転居せざるを得ない場合、

または社会福祉課の指導により同一の市内での転居が適当である場合を除く）

については、退去した月の翌月の家賃相当分から支給を中止します。 

④  虚偽の申請など不適正な受給に該当することが明らかになった場合 

⑤  受給者が拘禁刑以上の刑に処された場合 

⑥  受給者または同一世帯に属する者が暴力団員と判明した場合 

⑦  受給者が生活保護の家賃扶助費を受給した場合 

⑧  受給者が疾病または負傷のため住居確保給付金を中断した場合において、中断

を決定した日から 2 年を経過した場合 

⑨  中断期間中において、受給者が毎月 1 回の面談などによる報告を怠った場合 

⑩  上記のほか、住居確保給付金受給者の死亡など、支給することができない事情

が生じた場合 

※支給を中止する場合には、「住居確保給付金支給中止通知書」を交付します。 
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⑸ 家賃
や ち ん

補助
ほ じ ょ

の再支給
さいしきゅう

について 

〇 住居確保給付金は、原則１人１回の支給です。 

ただし、常用就職に至った後、会社都合の解雇または会社の倒産など、事業主の都

合による離職をしたことで再び困窮し、受給要件に該当することになった方について

は、２度目の支給を受けることができます。あらかじめ雇用期間が決まっていて、更

新のないことに合意していた場合は、会社都合の解雇にはあたりません。 

〇 次の場合も 2 度目の支給を受けることができます。ただし、支給が終了した月の翌

月から起算して 1 年を経過している場合に限ります。 

● 被雇用者で、収入が回復して収入基準額を超えた後、やむを得ない休業（本人の

希望によらない会社都合の休業・シフトの減少・請負契約の解除など）により再

び収入基準額未満となったとき 

● 自営業者で、収入が回復して収入基準額を超えた後、廃業（本人の都合によるも

のを除く）により再び収入基準額未満となったとき 

〇 初回と同様に申請します。必要書類のうち、初回と変更がないものについては提出

を省略できることがあります。 

２ 住居
じゅうきょ

確保
か く ほ

給付
きゅうふ

金
きん

（転居
てんきょ

費用
ひ よ う

補助
ほ じ ょ

）とは 

離職・廃業・やむを得ない休業・世帯員の死亡などにより収入が著しく減少し住居を

失うおそれのある方で、転居することが自立の促進に必要であるが、転居費用の捻出が

困難な方に、転居費用相当額を支給する制度です。 

① 支給額 ：転居に要する費用（下記を上限とする） 

単身 世帯 111,000 円 ２人世帯 132,000 円 

３～５人世帯 144,000 円 ６人世帯 156,000 円 

７人以上世帯 174,000 円  

②支給方法：不動産会社・大家などの口座へ振り込みます。 

ただし、家賃の支払いが、クレジットカードまたは納付書を使用 

する方法に限定している場合は、直接給付にすることもできます。 

家賃以外の経費については業者等の口座振込か、申請者本人への 

口座振込かいずれかの方法で支給します。 

⑴ 受給
じゅきゅう

要件
ようけん

 

次の①～⑧の全てに該当する方が対象となります。 

①離職・廃業・やむを得ない休業・世帯員の死亡などにより収入が著しく減少した日か 

ら２年以内である。 

②申請日において、世帯の生計維持者である。 

③申請日の属する月における世帯の収入・資産が 2 ページの別表１、２未満である。 

④家計改善支援事業の相談支援において、家賃の低い住宅等への転居が自立の促進に必

要であると認められ【要転居証明書】の交付を受けている。 

⑤類似の給付などを、申請者および同一世帯に属する者が受けていない。 

⑥申請者および同一世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止など

に関する法律（平成３年法律第 77 条）第 2 条第 6 号に規定する暴力団員でないこと。 
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⑵ 申請
しんせい

書類
しょるい

 

□① ３ページに記載の「(2) 申請書類」の①～⑧ 

 ※②の裏面のハローワーク求職番号は記入不要とします。 

 ※⑦の賃貸契約書の写しおよび入居住宅に関する状況通知書は、予定住宅通知書に読

み替えます。 

□② 要転居
ようてんきょ

証明書
しょうめいしょ

 

家計改善支援事業の相談支援において交付されたものをいいます。 

交付を受けるにためには、自立相談支援機関で家計改善支援を受ける必要があります。 

なお、転居によって家賃が上がる場合でも、交通費が抑えられるなどの場合は、家計

全体の支出の改善が見込まれることがあります。 

□③ 初期費用の他に転居に要する費用が見込まれる場合に必要な書類 

その額及び内訳が確認できる書類。（見積書など） 

支給対象となる経費 支給対象とならない経費 

・転居先への家財の運搬費用 

・転居先の住宅に係る初期費用 

（礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、

住宅保険料） 

・ハウスクリーニングなどの原状回復費

用（転居前の住宅に係る費用を含む） 

・鍵交換費用 

・敷金（※） 

・契約時に払う家賃（前家賃） 

・家財や設備（風呂釜、エアコン等）

の購入費 

（※）敷金は返還される可能性があ

るため、対象外としています。 

 

 ⑶ 転居後
て ん き ょ ご

の報告
ほうこく

について 

   〇転居後 7 日以内に住民登録を行い、以下の書類を提出してください。 

□① 住居確保報告書  【社会福祉課で配布します】 

□② 賃貸契約書の写し 

□③ 初期費用の他に転居費用を支給した場合および直接給付とした場合に必要な書類 

実際に支払った額がわかる領収書など 

※実際に支払った額が支給額を下回った場合は、差額を返還する必要があります。 

支払った額が支給額を上回り、かつ支給額が上限額に達していなかった場合は、差

額を支給できる場合があります。「変更支給申請書」を提出してください。 

 ※必要に応じて、自立相談支援機関が転居先の住宅を訪問することがあります。 

⑷ 転居
てんきょ

費用
ひ よ う

補助
ほ じ ょ

の再支給
さいしきゅう

について 

〇 転居費用補助は、原則１人１回の支給です。 

ただし、支給が終了した月の翌月から起算して 1 年を経過した後に 6 ページの「8 

受給要件」に該当することになった方は、再支給を受けることができます。 

〇 初回と同様の申請をしていただきます。必要書類のうち、初回と変更がないものに

ついては提出を省略できることがあります。 
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３ 参考
さんこう

 

住居確保給付金（家賃補助・転居費用補助）の収入算定表 

算定対象 算定対象外 

〇税引前の稼得収入 

・賃金 

  賞与 ※通勤手当は算定対象外 

〇特定の目的のために支給される手当・給付 

・児童扶養手当 

・公的年金における子の加算額 

・事業収入（経費を差し引いた控除後の額） 

  原稿料 

  ネットオークションで得た収入 

  （事業として行っている場合に限る） 

  ※事業収入赤字は０円 

・役員報酬 

・不動産賃貸収入（経費を差し引いた控除後の

額） 

 家賃収入 

 

〇税引前の収入全般 

・失業など給付（国家公務員法退職手当法など

の規定による雇用保険の失業など給付に相

当する給付を含む） 

・各種年金 

 国民年金 

国民年金基金 

厚生年金 

厚生年金基金 

共済年金 

障害補償年金、遺族補償年金（労災保険） 

・年金生活者支援給付金 

・特別障害給付金 

・軍人恩給 

 

・その他 

 仕送り（同居配偶者など以外） 

 養育費（右記以外） 

 婚姻費用分担金 

 慰謝料（継続的なもの） 

 障害補償費（公害健康被害の補償などに関す

る法律） 

 健康保険傷病手当 

 ボランティアで得た収入（交通費は除く） 

 

・特別児童扶養手当 

・特別障害者手当 

・児童手当 

・里親に支給される手当など 

・奨学金（貸与型・給付型は問わない） 

・児童育成手当（自治体独自の手当） 

・養育費（裁判所などにて作成された証明書な

どにより、客観的に子の養育という「特定の

使途・目的のために支給される手当・給付」

であることが確認可能である場合） 

・妊婦のための支援給付金 

〇職業訓練受講給付金 

〇各種保険金の受取など 

・生命保険（配当金含む） 

・損害保険 

・学資保険 

・産科医療補償制度において受け取る補償金な

ど 

〇一時的な収入 

・慰謝料（一括で支払われるもの） 

・仮払金（裁判所の賃金仮払い仮処分によるも

の） 

・通常短期間支給される手当・給付 

 休業補償給付、療養補償給付（労災保険） 

・義援金 

・配当金 

・株式などの売却益 

・退職金 

・未支給年金 

・ネットオークションで得た収入（事業として

行っていない場合） 

 

〇雇用継続給付（高齢・育児・介護） 

〇原則２２歳以下かつ就学中の子の収入 

〇給与などに含まれる通勤手当 
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問合せ先
といあわせさき

  東松山市
ひがしまつやまし

役所
やくしょ

 社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

 

 相談時間 午前８時３０分～午後５時１５分 

            月～金曜日（土日祝日、年末年始除く）  

       住  所 東松山市松葉町１－１－５８ 

       電  話 ０４９３（２１）１４０８（直通） 

       Ｆ Ａ Ｘ ０４９３（２４）６０６６ 

       M a i l HMY033@city.higashimatsuyama.lg.jp 

 

 

関係先 

◇ハローワーク（川越公共職業安定所東松山出張所） 

  住所 東松山市上野本 1088-4 

電話 0493（22）0240 

 

◇東松山市商工会 

  住所 東松山市材木町 2-3  相談時間 午前 10 時～午後 4 時 

  電話 0493（22）0761        ※事前予約制（45 分）  

 

◇埼玉県よろず支援拠点（埼玉県川越比企地域振興センター） 

  住所 東松山市六軒町 5-1  相談時間 午前 9 時～午後 5 時 

  電話 0120（973）248        ※事前予約制 
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× × × － △ △ △ △ － ○ ○ ○ ○ 男 ・ 女

⑦次の（１）又は（２）のいずれかに該当していること（いずれか該当する方に記載）

自署の場合、押印は不要→

印

様式第一号(第十三条関係)(表面）

生活困窮者住居確保給付金支給申請書
　　フリガナ   ｺｳﾛｳ　　　ﾀﾛｳ

（様式１－１記載例）（表面）

　①氏　　名　【必須】 　厚　労　　太　郎

　②生年月日　【必須】 昭和・平成・令和　５６　年　　１月　３０日　　　満（　３９　）歳

　③電話番号　【必須】 ④性別

現在の住所 〒○○○－○○○○　××県△△市○○町３－２　（アパート名）○○号室

⑥離職等前に世帯の生計を主として維持していたこと又は申請月において維持していること【必須】
離職等前の雇用状況
等、世帯の生計の維持
にかかる状況

休業前においては、○○株式会社にて週40時間労働。令和２年２月から会社の命令で休業
中。
配偶者はパートタイム勤務で扶養家族であり、申請者が世帯の生計を維持している。

（１）住居を喪失していること【現にお住まいがない方は必須】

住居を喪失した時期 　令和○年○月頃

喪失した住居の住所 　○○県○○市

現在の状況 　友人宅に居候（等）

（２）住居を喪失するおそれがあること【現にお住まいがある方は必須】

続柄 本　人 配偶者 子

住居の家主等 （株）○○住建

喪失するおそれのあ
る住居の家賃額

（例）月額７万円

現在の収入状況等、住
居喪失のおそれがある
理由、状況等

月収17万円（令和２年２月）
月収８万円（同年３月）
月収６万円（同年４月）　２月から、家賃額を支払うことが困難な状況が継続

収入（月額） 60000円 34000円 0円

⑧申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入及び預貯金が次のとおりであること【必須】

フリガナ ｺｳﾛｳ　ﾀﾛｳ ｺｳﾛｳ　ﾖｼｺ ｺｳﾛｳ　ｲﾁﾛｳ ｺｳﾛｳ　ﾖｼﾐ

合計

氏名 厚労　太郎 厚労　良子 厚労　一郎 厚労　良美

男 女

生年月日 S56.1.30 S60.5.4 H17.7.8 H20.10.28

都 道 府 県 等 の 長 殿
記名押印又は署名

申請者氏名　厚労　太

預貯金等 450000円 120000円 0円 0円 570000円

※申請日の属する月の収入（月額）が確実に推計できる場合はその額を、変動あるときは収入の確定している直近3か
月間の平均収入を記載する。雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等各種手当も合算する。

　上記の申立事項に相違なく、生活困窮者自立支援法施行規則（以下「則」という。）第13条の規定によ
り、必要書類を添えて生活困窮者住居確保給付金（以下「住居確保給付金」という。）の支給を申請しま
す。

　私の個人情報が、住居確保給付金の支給並びに臨時特例つなぎ資金及び総合支援資金の融資を行うため
に必要となる範囲で、則第４条第１項第２号に規定する都道府県等、公共職業安定所、社会福祉協議会及
び自立相談支援機関の間で相互利用されることについて了承します。

　また、裏面の注意事項について、同意します。

令和　7　年　 　月　  　日

申
立
事
項

⑤次の（１）又は（２）の場合であること（いずれか該当する方に記載）

（１）離職等の場合　【離職した方は必須】

離職等の時期 　令和○年○月

離職等した事業所 　○○有限会社

（２）第３条第２号に規定する場合【休業等の方は必須】

給与その他の業務上の
収入を得る機会の減少
の状況

（例１）○○デザイン事務所等を主たる客先とした、フリーイラストレーター
　　　　令和２年１月中旬頃から、発注が急減し、２月以降の受注件数は０。
（例２）△△タクシー（個人）において約○年就労。令和２年３月頃から１日平均の客数
が
　　　　○人から○人に激減しており、現在も回復していない。
（例３）※※株式会社において登録派遣社員として勤務。令和２年３月から客先企業から
　　　　休業を命じられている（２月の勤務日数１８日、３月の勤務日数６日）

0円

子

94000円

性別 男 女

自署の場合、押印は不要→ 記名押印又は署名 

申請者氏名  厚労  太郎      印 
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